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問　
ふ
る
さ
と
納
税
の
委

託
料
が
増
加
し
た
要
因

は
。

答　
ふ
る
さ
と
納
税
額
が

昨
年
同
月
比
で
２
倍
の
ペ

ー
ス
で
推
移
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、
返
礼
品
発
送
な

ど
関
連
業
務
の
委
託
料
を

増
額
し
た
。

問　
ふ
る
さ
と
納
税
の
ル

ー
ル
が
10
月
以
降
に
変
更

に
な
る
が
、
変
更
の
内
容

と
影
響
は
。

答　
総
務
省
が
定
め
る
、

ふ
る
さ
と
納
税
基
準
の
ル

ー
ル
改
正
に
よ
り
、
地
元

産
原
材
料
の
規
制
や
、
加

工
の
ル
ー
ル
等
が
厳
し
く

な
る
。

　

遠
野
市
の
返
礼
品
の
中

で
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
が

ビ
ー
ル
と
ジ
ン
ギ
ス
カ
ン

だ
が
、
現
時
点
（
9
月
12

日
）
で
除
外
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
。

問　
も
し
、
除
外
と
な
っ

た
場
合
の
対
策
は
考
え
て

い
る
の
か
。

答　
現
在
、
ふ
る
さ
と
商

社
と
体
験
型
商
品
な
ど
協

議
し
て
進
め
て
い
る
。

問　
具
体
的
に
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。

答　
申
請
書
の
提
出
な
ど

紙
に
よ
る
手
続
き
を
、
パ

ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ

ン
を
利
用
し
、
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
り
い
つ
で
も
で
き

る
仕
組
み
を
作
る
。
今
年

10
月
か
ら
順
次
取
り
組
み

を
進
め
て
い
く
。

問　
パ
ソ
コ
ン
等
が
な
い

た
め
、
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続

き
が
で
き
な
い
市
民
は
ど

う
な
る
の
か
。

答　
窓
口
で
の
手
続
き
は

今
ま
で
ど
お
り
継
続
し
て

い
く
。

問　
オ
ン
ラ
イ
ン
手
続
き

を
行
う
中
で
、
個
人
情
報

の
管
理
は
万
全
か
。

答　
非
常
に
重
要
な
こ
と

で
あ
り
、
担
当
部
課
だ
け

で
な
く
全
部
署
で
慎
重
に

取
り
扱
う
。

問　
各
種
オ
ン
ラ
イ
ン
サ

ー
ビ
ス
の
提
供
開
始
に
つ

い
て
、
市
民
へ
の
周
知
方

法
は
。

答　
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
だ
け

で
な
く
、
遠
野
テ
レ
ビ
や

広
報
誌
等
、

い
ろ
い
ろ
な

方
法
で
き
め

細
か
に
お
知

ら
せ
し
て
い

く
。

問　
令
和
４
年
11
月
に
市

内
企
業
人
材
の
確
保
事
業

と
し
て
開
催
し
た
﹁
遠
野

し
ご
と
展
﹂
の
参
加
者
数

は
。

答　
２
日
間
で
５
７
５
名

が
参
加
し
た
。

市
内
参
加
者
が
70
・
６

％
で
あ
り
、
３
割
弱
の
方

が
市
外
か
ら
の
参
加
者
で

あ
っ
た
。

問　
中
学
生
や
高
校
生
の

参
加
は
あ
っ
た
か
。

答　
家
族
連
れ
が
多
か
っ

た
と
思
う
が
、
令
和
５
年

度
は
高
校
生
に
も
参
加
の

機
会
を
作
る
よ
う
高
校
側

と
調
整
を
進
め
て
い
る
。

問

18
の
事
業
所
や
団
体

が
参
加
し
て
い
る
が
、
ど

の
よ
う
な
職
種
か
。

答　
主
に
製
造
業
や
建
設

業
等
、
も
の
づ
く
り
関
係

の
職
種
と
な
っ
た
。
今
後

は
こ
の
他
に
保
健
医
療
分

野
の
参
加
も
計
画
し
た

い
。

問　
令
和
４
年
度
に
市
外

か
ら
就
職
し
た
方
は
何
名

か
。

答　
市
が
関
わ
り
、
市
外

か
ら
市
内
に
就
職
し
た
中

途
採
用
者
は
26
名
だ
っ

た
。
市
外
か
ら
遠
野
に
移

り
住
ん
で
、
働
い
て
も
ら

う
た
め
の
事
業
を
今
後
も

進
め
て
い
き
た
い
。

問　
耕
作
放
棄
地
を
パ
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
る
は
ず
だ

が
、
そ
の
後
、
所
有
者
へ

の
指
導
や
管
理
は
。

答　
耕
作
放
棄
地
と
な
る

可
能
性
が
あ
る
場
合
は
、

所
有
者
に
確
認
し
農
地
活

用
の
意
向
調
査
も
し
な
が

ら
登
記
の
部
分
も
含
め
て

指
導
し
て
い
る
。
国
の
法

改
正
に
よ
り
、
地
域
計
画

を
令
和
７
年
３
月
ま
で
に

作
成
す
る
こ
と
が
決
ま
っ

て
い
る
。
地
域
と
の
合
意

形
成
を
図
り
な
が
ら
進
め

て
い
く
。

問　
耕
作
放
棄
地
を
抑
止

す
る
取
り
組
み
が
必
要
で

は
。

答　
農
家
組
合
や
農
業
法

人
な
ど
に
耕
作
を
お
願
い

す
る
よ
う
な
仕
組
み
づ
く

り
が
必
要
。
再
生
可
能
な

遊
休
農
地
と
再
生
困
難
な

遊
休
農
地
な
ど
段
階
が
あ

り
、
段
階
ご
と
に
早
め
に

手
を
打
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
地
域
で
土
地
利

用
を
考
え
て
い
く
こ
と
も

大
事
で
あ
る
。

※
地
域
計
画

地
域
で
の
話
し
合
い
に
よ
り

目
指
す
べ
き
将
来
の
農
地
利

用
の
姿
を
明
確
化
す
る
も
の
。

問　
令
和
４
年
度
の
空
き

家
対
策
事
業
の
評
価
は
。

答　
空
き
家
相
談
会
を
11

月
に
開
催
し
、
12
件
の
相

談
が
あ
っ
た
。
建
築
士
、

司
法
書
士
、
宅
建
士
、
担

当
課
職
員
４
名
で
対
応
し

た
。
住
民
の
安
心
安
全
を

提
供
で
き
た
。

問　
特
定
空
き
家
の
認
定

に
至
る
判
断
は
。

答　
チ
ェ
ッ
ク
リ
ス
ト
に

基
づ
き
調
査
し
、
空
き
家

対
策
本
部
会
議
に
報
告
、

意
見
を
伺
い
、
特
定
空
き

家
と
認
定
を
し
て
い
る
。

問　
現
在
特
定
空
き
家
の

物
件
数
は
。

答　
令
和
５
年
３
月
の
デ

ー
タ
で
、
空
き
家
全
体
が

約
９
０
０
件
、
そ
の
内
18

件
が
特
定
空
き
家
で
あ

る
。

問　
今
後
の
特
定
空
き
家

件
数
の
見
通
し
は
。

答　
人
口
減
少
や
、
一
人

暮
ら
し
の
高
齢
者
が
施
設

に
入
所
す
る
等
に
よ
り
、

空
き
家
が
増
え
る
と
認
識

し
て
い
る
。

決算特別委員会・予算等審査特別委員会

耕
作
放
棄
地

　
ゼ
ロ
へ
の
取
り
組
み
は

危
険
な
空
き
家
を

　
増
や
さ
な
い
た
め
に

ルールが変わる
　　  ふるさと納税

市
役
所
の
各
種
手
続
き
が

　
　
　
　
　
オ
ン
ラ
イ
ン
化

遠野市内企業の
　　　お仕事を紹介

　耕作放棄地をなくすのは難しい。後継者がいなくな
っているところも多い。営農組合などあっても高齢化
しているので、10 年もすれば、耕作放棄地がもっと増
えてしまうのではないかと思う。I ターンなどで就農し
てくれる人を少しでも増やす方向にしてほしい。

菊池　洋人 さん
（小友町）

ひとこと

※特定空き家とは
　 倒壊や、衛生上有害となるおそれの

ある状態の空き家

かつて田んぼとして活用されていた農地

空き家を増やさない取り組みが必要

人材確保が期待される遠野しごと展

現在の窓口での申請書

〈制度変更後の返礼品の取り扱い〉

該　当
・ 遠野産ホップのみ
使用のビール
・ジンギスカン

非該当 遠野産ホップを一部
使用のビール

（9月29日現在）


